
 令和５年度　補  正  予  算  総  括  表  6月補正Ⅲ

 　　　 (単位:千円,％）

　　　　年　度   増 　減　 額 伸び率

 補正前予算額 補 正 額  補正後予算額  補正前予算額 補 正 額  補正後予算額  (b)-(a) (c)／(a)

　区　分       (a)       (b)      (c)

　一 般 会 計　 a 24,257,890 140,850 24,398,740 24,564,362 270,495 24,834,857 436,117 1.8

 国民健康保険事業 6,640,477 6,640,477 6,514,635 6,514,635 △125,842 △1.9

 温泉給湯事業 122,452 122,452 149,795 149,795 27,343 22.3

 後期高齢者医療 701,427 701,427 718,864 718,864 17,437 2.5

　　　計 　 b 7,464,356 7,464,356 7,383,294 7,383,294 △81,062 △1.1

　合    　計　a + b 31,722,246 140,850 31,863,096 31,947,656 270,495 32,218,151 355,055 1.1

収 入 860,780 860,780 868,089 868,089 7,309 0.8

支 出 766,965 766,965 828,502 828,502 61,537 8.0

収 入 916,322 916,322 551,749 551,749 △364,573 △39.8

支 出 1,623,383 1,623,383 1,156,858 1,156,858 △466,525 △28.7

収 入 1,777,102 1,777,102 1,419,838 1,419,838 △357,264 △20.1

支 出 2,390,348 2,390,348 1,985,360 1,985,360 △404,988 △16.9
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（歳　入） （歳　出） （単位：千円，％）

　　          年　度          年   度

　区　分 最終予算額 構成比 現計予算額 補 正 予 算 計 構成比 　区　  分 最終予算額 構成比 現計予算額 補 正 予 算 計 構成比

 １ 市　　　税 4,433,352 16.7 4,581,021 4,581,021 18.4  １ 議  会  費 206,891 0.8 209,489 209,489 0.8

 ２ 地方譲与税 166,598 0.6 167,598 167,598 0.7  ２ 総  務  費 3,476,756 13.1 3,204,535 49,200 3,253,735 13.1

 ３ 利子割交付金 1,800 0.0 2,000 2,000 0.0  ３ 民  生  費 10,858,217 40.9 9,982,756 15,156 9,997,912 40.3

 ４ 配当割交付金 9,000 0.0 10,000 10,000 0.0  ４ 衛  生  費 2,398,711 9.0 2,124,318 134,367 2,258,685 9.1

 ５ 株式等譲渡所得割交付金 6,000 0.0 13,000 13,000 0.1  ５ 労  働  費 14,872 0.1 14,914 14,914 0.1

 ６ 法人事業税交付金 14,000 0.1 14,000 14,000 0.1  ６ 農林水産業費 907,162 3.4 801,303 60,206 861,509 3.5

 ７ 地方消費税交付金 940,000 3.6 1,040,000 1,040,000 4.2  ７ 商  工  費 1,092,985 4.1 765,415 9,716 775,131 3.1

 ８ 環境性能割交付金 8,100 0.0 8,500 8,500 0.0  ８ 土  木  費 2,120,930 8.0 2,479,635 2,479,635 10.0

 ９ 地方特例交付金 10,000 0.0 10,000 10,000 0.0  ９ 消  防  費 655,916 2.5 666,848 666,848 2.7

 10 地 方 交 付 税 6,805,597 25.6 6,450,000 6,450,000 26.0  10 教  育  費 2,273,996 8.5 1,766,638 1,850 1,768,488 7.1

 11 交通安全対策特別交付金 6,000 0.0 6,000 6,000 0.0  11 災害復旧費 9 0.0 9 9 0.0

 12 分担金及び負担金 59,239 0.2 56,185 56,185 0.2  12 公  債  費 2,531,508 9.5 2,528,500 2,528,500 10.1

 13 使用料及び手数料 316,566 1.2 308,610 308,610 1.3  13 諸 支 出 金 2 0.0 2 2 0.0

 14 国 庫 支 出 金 5,913,434 22.3 4,786,850 167,101 4,953,951 19.9  14 予  備  費 20,000 0.1 20,000 20,000 0.1

 15 県 支 出 金 2,099,860 7.9 2,157,816 7,124 2,164,940 8.7

 16 財 産 収 入 90,322 0.3 46,011 46,011 0.2

 17 寄  附  金 1,006,823 3.8 1,001,007 650 1,001,657 4.1

 18 繰  入  金 1,798,076 6.8 2,299,420 2,299,420 9.3

 19 繰  越  金 441,905 1.7 1 3,120 3,121 0.0

 20 諸  収  入 368,981 1.4 256,543 2,500 259,043 1.0

 21 市    　債 2,062,302 7.8 1,349,800 90,000 1,439,800 5.8

　　歳　入　合　計 26,557,955 100.0 24,564,362 270,495 24,834,857 100.0 　歳　出　合　計 26,557,955 100.0 24,564,362 270,495 24,834,857 100.0

令 和 ５ 年 度  一 般 会 計 予 算 款 別 集 計 表  （ 6月  補正予算Ⅲ ）

令和４年度 令　和　５　年　度 令和４年度 令　和　５　年　度



令和５年度６月補正予算Ⅲの主なもの 

 

＜一般会計＞ 

 

 

注：新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業を除く 

 

■２款 総務費 

○コミュニティ助成事業（コミュニティ活動備品整備事業）    ２，５００千円 

                                               （諸収入：2,500） 

 地域住民がより親睦・融和を図るための環境づくりを目的とし、桜門公園に東屋（パーゴラ）

を整備するもの。 

 

 

■３款 民生費 

○福祉医療費給付費（小・中学生）              １１，９５６千円 

                                                （市費：11,956） 

 現物給付費の支給対象を、現在の乳幼児に加え、小中学生を追加するもの。 

 

○感染症対策のための改修整備等事業              ３，２００千円 

                       （国費：1,066、県費：1,066、市費：1,068） 

 保育所で使用済み紙おむつの処分に必要な保管用ゴミ箱の購入費用に対する補助を行うもの。 

 

 

■４款 衛生費 

○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業        ５３，０６５千円 

（国費：53,065） 

令和５年度における新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保のため、人員体制や執務環

境の整備、接種券の発行・発送や健康管理システムの改修等を行うもの。 

 

○新型コロナウイルスワクチン予防接種事業          ７１，６５０千円 

                    （国費：71,650） 

令和５年度における新型コロナウイルスワクチン予防接種事業を行うもの。 

 

 

■７款 商工費 

○工業用水供給能力調査業務                  ９，７１６千円 

                                （県費：4,858、市費：4,858） 

 企業誘致候補地の限界揚水量や安定供給揚水量及び水質の調査を行うもの。 

 

 

 

 

 

 



■１０款 教育費 

○小中高が一体となったふるさと教育推進事業           １，２００千円 

                                          （県費：1,200） 

「ふるさとの未来を担う人材」を育成するため、三会小学校と三会中学校を県教育委員会の 

研究指定校として、小学校から中学校までの系統的なモデルカリキュラムを開発する事業を行 

うもの。 

 

 



【参考資料】第４２号議案　令和５年度　島原市一般会計補正予算（第４号）　
■島原市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業一覧

1
公共交通事業者等継

続支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者の減少が長

期化していることに加え、原油価格が高止まっている状況も

拍車をかけ非常に厳しい経営危機に直面している公共交通事

業者等に対し、市民生活や地域経済を支える重要なインフラ

である公共交通の事業を継続させるため支援を行う。

〇補助対象者

　・市内に本社又は支社、営業所を有する鉄道・バス（貸切バス含む）、タクシー・代行事業者、

　　レンタカー（マイクロバスに限る）事業者及び本市と他市町村を航路で結ぶ船舶事業者。

〇補助額

　◆鉄道・・20万円／両

　◆バス・・①乗合(路線) 10万円／台　②貸切 8万円／台

　◆自動車・・①タクシー 5万円／台　②代行 4万円／台

　　　　　　　③マイクロバス（貸渡自動車に限る）・・・４万円／台

　◆船舶・・①カーフェリー 400万円／隻　②高速船 150万円／隻

33,100

2
貨物運送業継続支援

事業

燃油価格の高止まりが長期化し、依然厳しい経営環境にある

貨物自動車運送事業者に対し、事業の継続のため昨年度に続

き支援金の交付を行う。

〇補助対象者

　・本市内に事業所又は営業所を有し、貨物自動車運送事業法、若しくは道路運送法に基づき、国土交通大臣

　　の許可を受けた事業者又は届け出を行った事業者。

〇補助額

　◆貨物用普通自動車(被けん引車を除く)・・ 4万円／台

　◆貨物用小型車※・・・ 2万円／台

　◆軽貨物自動車・・・２万円／台

　※小型車(車両法：全長4.7ｍ、全幅1.7ｍ、全高2.0ｍ以下

　　　　　総排気量2000cc以内、軽油を燃料とする車両は除く)

13,600

3
水道施設等電気料金

助成事業

コロナ禍における原油価格・物価の高騰などの影響を受け、

電気料金が上昇しており、水道料金の維持のため水道施設等

に係る電気料金の上昇分の支援を行う。

○事業概要

　・令和５年度の水道施設の動力費に係る電気料金の上昇分について支援を行う。

〇期間

　・令和５年４月～令和５年12月分の電気料金（動力費）高騰分

9,652

4

施設園芸等燃油価格

高騰対策給付金事業

（第３次）

新型コロナウイルス感染症拡大やロシアのウクライナ侵攻の

影響等による原油価格の高止まりに伴い、施設園芸等で使用

する燃油の価格が高水準で推移し農業経営を圧迫しているた

め、燃油購入費の一部を支援することで、農林業経営の安定

化と事業継続の支援を図る。

○事業概要

　・令和5年4月1日から令和6年2月29日までに購入した施設園芸等の加温用及び特用林産物の生産用燃油等の

　　購入費について一部助成。

○対象者

　・施設園芸又は特用林産物生産農林業者

○補助単価

　・対象燃油(Ａ重油、灯油)１ℓあたり１０円　　ＬＰガス１㎥あたり３０円

6,500

5

農業水利施設電気料

高騰対策事業補助金

（第２期）

原油価格高騰の影響を受けている農業者の負担軽減を図るた

め、土地改良区が電気料金の支払いを負担している農業水利

施設に対して、電気料金高騰分の一部を支援する。

〇事業概要

　・土地改良区の管理している農業水利施設の令和3年度と令和5年度の月毎の電気料金調整単価（燃料費等

　　調整単価）の差額に、令和5年度中の月毎の支払額にかかる電気使用量を乗じた額の１/２以内を補助。

○対象地区

　・島原・深江、三会原、宇土山、柏野・佐野、川内土地改良区

1,176

6
家畜飼料価格高騰対

策事業（第４次）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による世界的な物流の

停滞や燃油高騰による輸送費の増加等により、家畜飼料用の

輸入原料価格が高止まり、畜産経営への打撃が継続している

ため、引き続き、配合飼料価格安定制度を活用する農業者を

支援し、畜産経営の安定化と事業継続の支援を図る。

○対象者

　・市内に経営の主体を置く配合飼料価格安定制度へ加入又は加入見込みである畜産農家。

〇事業内容

　・令和5年4月1日から令和6年2月29日までに購入した配合飼料等１トン当たり３００円以内を助成。

25,400

7

優良肉用子牛生産推

進緊急対策事業（第

２次）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う家畜飼料などの

物価高騰により、生産者の肉用子牛の購買意欲が減退し、肉

用子牛の販売価格が急落しているため、経営改善に取り組む

肉用子牛生産農家に対して支援し、生産者の意欲を高め、肉

用子牛の生産基盤の維持・強化を図る。

〇事業概要

　・JA全農長崎 県南家畜市場での黒毛和種子牛の平均販売価格が60万円を下回った場合に、販売頭数に応じて

　　奨励金を交付

○対象者

　・畜舎の環境改善や疾病防止など経営改善に取り組む肉用子牛生産農家。

○事業期間

　・令和5年4月～令和6年2月販売分

○奨励金額

　・販売頭数１頭当たり：10,000円

10,870

8

国産粗飼料利用拡大

緊急酪農対策事業

（第２次）

購入粗飼料等の価格高騰の影響を受け、生産コストが上昇し

ている酪農経営について、生産コスト削減や国産粗飼料の利

用拡大に取り組む生産者に対し、生産コスト上昇分の一部を

支援することにより、酪農経営の安定化と事業継続の支援を

図る。

〇事業概要

　・乳用牛の経産牛１頭あたり10,000円を助成。

○対象者

　・市内に経営の主体を置き、生産コストの削減や国産粗飼料の利用拡大に取り組む酪農家。

10,640

9
漁業用燃油価格高騰

対策事業（第３期）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による原油価格の高騰

に伴い、漁業活動に使用する燃油の価格が高水準で推移し、

漁業経営に深刻な影響を及ぼしているため、燃油購入費の一

部を支援することで、漁業経営の安定化と水産物の安定供給

を図る。

○事業概要

　・令和５年４月１日から令和６年２月２９日までに購入した漁業用燃油の費用について一部支援業務を

　　漁業協同組合へ委託。

○委託先

　・島原市内の漁業協同組合

○委託内容

　・市内に住所を有する漁協の正組合員の購入燃油１リットル当たり１０円を支援、支援に係る書類検査等の

　　人件費、印刷費等

5,620

116,558

目的No. 事業名 概要
補正予算額

（千円）

小計　９事業　


